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職
場
内
で
掲
示
・
回
覧
を

お
願
い
し
ま
す

令和4年4月

第136号

協会けんぽ秋田支部データ
令和３年11月末現在の確定値
（　）内は対前年同月比
事業所数
　  16,547社（251社）
被保険者数
　202,946人（△1,020人）
被扶養者数
　114,735人（△3,405人）
平均標準報酬月額
　247,296円（3,896円）

令
和
４
年
度

協
会
け
ん
ぽ
秋
田
支
部
事
業
計
画

令
和
４
年
度
協
会
け
ん
ぽ
秋
田
支
部
事
業
計
画
の一部
を
ご
紹
介
し
ま
す
！

保険料率改定のお知らせ
令和４年度の健康保険料率及
び介護保険料率は、３月（４月
納付）分から変更となります。

詳しくは
こちら

▪ 

取
組
内
容 

▪

 

健
康
経
営
R（
コ
ラ
ボヘ
ル
ス
の
推
進
）

県
や
関
係
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
「
健

康
経
営
宣
言
」
事
業
の
取
組
を
さ
ら
に
推

進
し
ま
す
。

「
健
康
経
営
宣
言
」
事
業
と
は
、
職
場
の

健
康
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
組
む
こ
と
を

宣
言
し
、
事
業
主
様
と
協
会
け
ん
ぽ
が
連

携
し
て
、
事
業
所
の
健
康
問
題
の
解
決
や

職
場
環
境
改
善
な
ど
、

従
業
員
様
の
健
康
の

維
持
増
進
を
図
る
事

業
で
す
。
令
和
４
年
２

月
末
現
在
、
秋
田
支
部

で
は
、１
，４
５
８
事
業

所
様
が
健
康
経
営
宣

言
し
て
い
ま
す
。

 

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

 

の
推
進

加
入
者
の
方
が
一

人
で
も
多
く
健
診
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に

環
境
を
整
え
る
と
と

も
に
、健
診
結
果
デ
ー

タ
取
得
の
取
組
を
さ

ら
に
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
も
、

内
容
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、

関
係
団
体
や
特
定
保
健
指
導
実
施
機
関
と

連
携
を
深
め
な
が
ら
取
組
を
さ
ら
に
推
進

し
ま
す
。

 

重
症
化
予
防
対
策
の
推
進

生
活
習
慣
病
の
重
症
化
予
防
対
策
と
し

て
、
健
診
の
結
果
、
治
療
が
必
要
と
診
断

さ
れ
な
が
ら
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
な

い
方
へ
、
文
書
や
電
話
で
医
療
機
関
の
受

診
を
お
勧
め
す
る
取
組
を
外
部
委
託
を
活

用
し
な
が
ら
推
進
し

ま
す
。

 
業
務
改
革
の
推
進

業
務
の
生
産
性
の
向
上
を
目
指
し
て
、

健
康
保
険
給
付
業
務
の
標
準
化
の
徹
底
な

ど
を
行
い
、
効
率
的
な
業
務
処
理
体
制
を

推
進
し
ま
す
。

 

広
報
活
動

定
期
発
行
物
に
よ
る
広
報
の
ほ
か
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
、更
に
は
Ｗ

Ｅ
Ｂ
を
通
じ
た
幅
広
い
情
報
発
信
を
実
施

し
ま
す
。ま
た
、秋
田
県
の
実
情
や
時
節
柄

に
応
じ
た
広
報
を
行
い
、
加
入
者
の
皆
さ

ま
に
役
立
つ
広
報
を
実
施
し
ま
す
。

 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

 

使
用
促
進

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
切
り
替
え
た
場
合

の
自
己
負
担
額
の
軽
減

効
果
を
通
知
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
年
２
回
実
施
す

る
な
ど
更
な
る
使
用
促

進
を
図
り
ま
す
。
な
お
、

秋
田
支
部
の
令
和
３
年
10
月
の
使
用
割
合

は
８
２
．３
％
で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】企
画
総
務
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
８（
８
８
３
）１
８
４
１

令和４年度秋田支部の事業計画の詳細は、
協会けんぽ秋田支部ホームページからご確認いただけます

年に１度は健診
を受けましょう！
対象者の方は、
特定保健指導を
受けましょう！

要治療などと
判定された方は、
早めに医療機関を
受診しましょう！

Generic

ジェネリック医薬
品は先発医薬品と
同等であると国が
認めたお薬です！

「
健
康
経
営
」は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
健
康
経
営

研
究
会
の
登
録
商
標
で
す



協会けんぽ秋田支部からのお知らせ「健康保険あきた令和４年４月号」

●○● information ●○●

傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
が

　
　
　
　
　
　
　
　
通
算
化
さ
れ
ま
し
た

傷
病
手
当
金
は
、業
務
外
の
病
気
や
ケ
ガ
で
仕
事
を
休
み
、

給
与
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
暦
の
上
で
１
年
６
か
月
経
過
す
る
と
傷
病

手
当
金
の
支
給
は
終
了
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
で
は
、
支
給
し
た
期
間
が
通
算
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
出
勤
等
に
よ
り
不
支
給
と
な
っ
た
期
間
が
あ
る

場
合
、
そ
の
分
の
期
間
を
延
長
し
て
支
給
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

任
意
継
続
被
保
険
者
制
度
の

　
　
資
格
喪
失
要
件
が
追
加
さ
れ
ま
し
た

任
意
継
続
被
保
険
者
制
度
は
、
退
職
の
日
ま
で
２
カ
月
以

上
加
入
者
（
被
保
険
者
）
で
あ
っ
た
方
が
、
退
職
し
た
後
も

引
き
続
き
最
長
２
年
間
加
入
で
き
る
制
度
で
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、資
格
喪
失
事
由
の
要
件
が
追
加
さ
れ
、

被
保
険
者
が
希
望
す
れ
ば
、
そ
の
申
出
が
受
理
さ
れ
た
月
の

翌
月
１
日
に
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

改
正
前

❶
就
職
な
ど
健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き

❷
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き

❸
保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た
と
き

❹�

任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
っ
た
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
た
と
き

❺
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き

改
正
後

❻�

任
意
継
続
被
保
険
者
で
な
く
な
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
を
、
保
険
者
に
申
し
出
た
と
き

　
　
　
　

例　
令
和
４
年
５
月
13
日
に
申
出
を
受
理
し
た
場
合

　
　
　
　
　
　

→
令
和
４
年
６
月
１
日
に
資
格
喪
失

今
般
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
詳
し
く

は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】業
務
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
８（
８
８
３
）１
８
０
０

保
健
事
業
の
一
部
を
外
部
委
託
し
て
い
ま
す

協
会
け
ん
ぽ
秋
田
支
部
で
は
、
健
康
づ
く
り
の
支
援
拡
大
を

目
指
し
て
、
保
健
事
業
の
一
部
を
業
務
委
託
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
度
は
、
健
診
結
果
に
基
づ
い
た
医
療
機
関
へ
の
受

診
勧
奨
業
務
を

株
式
会
社
エ
ム
・
エ
イ
チ
・
ア
イ

に
、
被
保
険
者
に
対
す
る
特
定
保
健
指
導
業
務
を

株
式
会
社
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン

に
業
務
委
託
し
て
お
り
、
委
託
先
担
当
者
か
ら
ご
本
人
も
し
く

は
事
業
所
様
へ
電
話
に
て
ご
連
絡
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

対
象
の
方
に
何
度
か
ご
案
内
を
す
る
事
が
あ
り
ま
す
が
、
大

切
な
社
員
の
健
康
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ご
家
族
様
対
象
の
健
診（
特
定
健
診
）

　
　
　
　
　
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す

40
歳
以
上
の
協
会
け
ん
ぽ
に
加
入
す
る
ご
家
族
様
を
対
象

と
し
た
健
診（
特
定
健
診
）の
ご
案
内
を
被
保
険
者（
お
勤
め

さ
れ
て
い
る
ご
本
人
）様
の
住
所
あ
て
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

送
付
し
た
受
診
券
が
対
象
と
な
る
方
へ
届
か
な
か
っ
た
場

合
は
、
被
保
険
者
様
が
お
勤
め
さ
れ
て
い
る
事
業
所
様
へ
送

付
い
た
し
ま
す
。
届
い

た
場
合
に
は
、
ご
家
族

様
へ
お
渡
し
い
た
だ
く

よ
う
従
業
員
の
皆
さ
ま

へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】保
健
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
８（
８
８
３
）１
８
９
３

新たに
追加されます

＼
黄
色
の
封
筒
が
目
印
で
す
！
／

改正前

改正後

※令和３年12月31日時点で、１年６か月を経過していない傷病手当金が対象です。

暦の上で１年６か月

出勤した不支給期間も
１年６か月に含まれる

不支給
（期間満了）支給支給 不支給

支給 支給支給 不支給

支給日数通算で１年６か月

改正イメージ

支給開始

出勤した不支給期間は
１年６か月に含めない

支給開始

支給終了

欠勤 出勤 欠勤

支給終了


